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【記載例３－６】「住宅のみ」又は「土地等のみ」に係る増改築等住宅借入金等が住宅の増改築等に

要した費用の額又は土地等の取得対価の額を超えるとき 

  

 

居住開始年月日(土地等の先行取得の日)  平成20年11月20日(平成19年４月10日)      

増改築等の費用の額／うち居住用     5,000,000円／5,000,000円 

  特定の増改築等に関する事項 

特定断熱改修工事等の費用の額        2,500,000円 

 土地等に関する事項 

  土地等の取得対価の額         8,000,000円 

  土地等の総面積／うち居住用      60㎡／60㎡ 

 住宅借入金等に関する事項 

  住宅借入金等の内訳          (住宅のみ)  (土地等のみ)    (住宅及び土地等) 

  新築又は購入に係る住宅借入金等       －       9,000,000円     5,000,000円 

の年末残高   

 ※ 共有者なし     

 

 

(注)１ 租税特別措置法第41条の３の２第４項に規定する増改築等住宅借入金等の金額とは、同条

第６項各号に掲げる借入金又は債務の金額の合計額をいうのであるが、次に掲げる場合には、

その合計額のうち、それぞれ次に掲げる金額に達するまでの部分の金額が増改築等住宅借入

金等の金額となる（措通41の３の２－２）。 

    ⑴ 住宅の増改築等に係る増改築等住宅借入金等の金額の合計額が、住宅の増改築等に係る

工事に要した費用の額を超える場合 ･･･････････････ 住宅の増改築等に要した費用の額 

    ⑵ 住宅の増改築等及び敷地の取得の両方に係る増改築等住宅借入金等の金額の合計額が、

住宅の増改築等に要した費用の額と敷地の取得の対価の額との合計額を超える場合 

･･･････････････････ 住宅の増改築等に要した費用の額と敷地の取得対価の額の合計額 

      ⑶ 敷地の取得に係る増改築等住宅借入金等の金額の合計額が、敷地の取得対価の額を超え

る場合 ････････････････････････････････････････････････････････ 敷地の取得対価の額 

  

(注)２ 「住宅及び土地等」に係る増改築等住宅借入金等に併せて「住宅のみ」及び「土地等のみ

」に係る増改築等住宅借入金等がある場合には、控除額計算明細書の「５ 居住用部分の家

屋又は土地等に係る住宅借入金等の年末残高」のⒼの⑥欄には、「Ⓒの②－Ⓕの⑥－Ⓗの⑥

」とⒼの⑤のいずれか少ない方の金額を記載する。 

その際には、「Ⓒの②－Ⓕの⑥－Ⓗの⑥」の金額を欄外に記載する。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設 例 
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 [控除額計算明細書] 
 

 
  

(注) 申告書第二表の「特例適用条文等」欄に「居住開始年月日」及びその頭部に○断 (例：○断平成20年11

月20日居住開始)を記載する。 

 

２０ １１ ２０ 

 ５００００００ 

１００ ００ 

５００００００ 

１００ ０ 

５００００００ 

９００００００ 

９００００００ 

８００００００ 

８００００００ 

２５０００００ ２５０００００ 

２５０００００ ２００００００ 

４ 

１２００ 

１９  ４ １０ 

 ８００００００ 

６０ ００ 

６０ ００ 

１３００００００  ８００００００ 

 ５００００００ 

１００ ００ 

 ５００００００ 

 ５００００００ 

１００ ０ 

 ５００００００ 

１００ ０ 

(○C の②－○F の⑥) 5,000,000 

１０００００００ 
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 [（付表）の控用の裏面 ] 

 

 
 

 

 

 

１０,０００,０００ 

１２０,０   

10,000,000 

2,000,000 


